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はじめに 

 

法令は、それが制定・改正された当時における技術を前提としている。このため、新たな

技術の登場は、法令の規律が前提としていた紛争実態などの事実に変化をもたらす。この結

果、技術の進歩に応じた柔軟な法令解釈が求められるとともに、こうした解釈では対応できな

い事項については新たな法令の構築が求められることとなる。 

 

インターネットの登場は、電子商取引をはじめとした新たな経済行為を産み出している。と

ころが、民法を始めとする現行法の大半はこうした新たな技術を前提とせずに制定されてい

るため、電子商取引について、現行法がどのように適用されるのかその解釈が明確であると

は必ずしも言い難く、当事者が安心して電子商取引に参加できる法的な環境にあるとは言え

ない。本来であるならば、現行法の解釈に関して不明確な事項があれば、判例の積み重ね

によって合理的なルールが自ずと明らかになるのであるが、当面、こうした司法による判例の

積み重ねが迅速に進むことにのみ期待することは難しい。 

 

この準則は、電子商取引等に関する様々な法的問題点について、民法をはじめとする関

係する法律がどのように適用されるのか、その解釈を示し、取引当事者の予見可能性を高め、

取引の円滑化に資することを目的とするものである。もとより、個別具体的な事例において現

行法がどのように適用されるのかを最終的に判断するのは裁判所であることは言うまでもな

いが、この準則が一つの法解釈の叩き台となることにより、新しいルール形成の一助になるこ

とを願っている。 

 

また、この準則は、電子商取引をめぐる様々な論点について、消費者団体、事業者団体

や、総務省・法務省・消費者庁・文化庁など関係府省からのオブザーバーの方々のご助言を

頂きながら、産業構造審議会情報経済分科会ルール整備小委員会において取りまとめいた

だいた提言を踏まえ、経済産業省が現行法の解釈についての一つの考え方を提示するもの

であり、今後電子商取引をめぐる法解釈の指針として機能することを期待する。 

 

さらに、この準則は、電子商取引をめぐる取引の実務、それに関する技術の動向、国際的

なルールメイクの状況に応じて、柔軟に改正されるべき性格のものと考えている。また、基本

的な考え方を示すとともに、具体的事例における考え方も示したいと考えている。そのため

に、実際に電子商取引に関わっている事業者や消費者から、具体的な事例について、考え

方を広く募りたい。この準則の中でいくつか具体例を挙げているが、これ以外にもさらに適当

なものがあれば、ぜひ下記へご提案頂きたい。 

 



 

 

＜電子商取引及び情報財取引等に関する準則についての連絡先＞ 

経済産業省商務情報政策局情報経済課 

FAX  03-3501-6639 

e メール ecip-rule@meti.go.jp 



 

 

略称一覧 

本準則における略称の表記は、次の通りである。 

 

法律名 

略称 正式名称 

景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法 

個人情報保護法 個人情報の保護に関する法律 

通則法 法の適用に関する通則法 

電子契約法 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関

する法律 

特定商取引法 特定商取引に関する法律 

特定電子メール法 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 

独占禁止法 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 

不正アクセス禁止法 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 

プロバイダ責任制限法 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信

者情報の開示に関する法律 

預金者保護法 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械

式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護に関する法律 

 

 

判例集 

略称 正式名称・出版元 

民集 『最高裁判所民事判例集』最高裁判所判例調査会 

刑集 『最高裁判所刑事判例集』最高裁判所判例調査会 

下級民集 『下級裁判所民事裁判例集』最高裁判所事務総局民事局 

無体例集 『無体財産権関係民事・行政裁判例集』法曹会 

集民 『最高裁判所裁判集民事』最高裁判所事務総局 

判時 『判例時報』法曹会 

判タ 『判例タイムズ』判例タイムズ社 

金判 『金融・商事判例』経済法令研究会 

 

 

 


